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2025対県給与確定交渉始まる 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

《
こ
れ
ま
で
の
経
過
》 

■
県
人
事
委
員
会
勧
告
（
10
月
10
日
） 

 
 
 

①
月
例
給 

県
職
員
が
民
間
を
１
１
，
３
６
１
円
（
２
．
89
％
）
下
回
っ

て
い
る 

②
特
別
給
（
期
末
・
勤
勉
手
当
） 

県
職
員
が
民
間
を
０
．
04
月
分
下
回
っ
て
い
る 

 

勧
告
の
主
な
内
容
は
以
下
の
通
り
で
す
。 

 

給
料
表 

・
給
与
抑
制
措
置
前
の
公
民
較
差
を
埋
め
る
た
め
、
若
年

層
に
重
点
を
置
き
つ
つ
す
べ
て
の
世
代
で
引
上
げ 

平
均
改
定
率
：
３
．
３
％ 

〔
５
．
１
％(

１
級)

～
２
．
８
％(

５
～
９
級)

〕 

初
任
給
月
額
（
事
務
・
技
術
職
） 

大
卒
程
度 

＋
１
２
，
０
０
０
円
（
＋
５
．
３
％
）、 

高
卒
程
度 

＋
１
２
，
２
０
０
円
（
＋
６
．
３
％
） 

期
末
・
勤
勉
手
当 

・
期
末
・
勤
勉
手
当
（
一
時
金
）
を
０
．
05
月
分
引
上
げ 

（
現
行
４
．
60
月
分→

４
．
65
月
分
） 

再
任
用
職
員
に
つ
い
て
も
、
０
．
05
月
引
上
げ 

（
現
行
２
．
40
月
分→

２
．
45
月
分
） 

  

※
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
均
等
に
配
分 

 

そ
の
他
、「
通
勤
手
当
に
つ
い
て
、
国
及
び
他
の
都
道
府

県
の
改
定
状
況
並
び
に
本
県
の
実
情
を
考
慮
し
て
適
切
に

措
置
」、「
宿
日
直
手
当
に
つ
い
て
、
勤
務
１
回
に
係
る
支
給

の
限
度
額
を
引
上
げ
」、「
教
員
給
与
の
見
直
し
に
つ
い
て
、

給
特
法
等
の
一
部
改
正
を
ふ
ま
え
『
主
務
教
諭
』
の
職
の
新

設
、
教
職
調
整
額
の
基
準
額
引
上
げ
、
義
務
特
手
当
の
見
直

し
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
他
の
都
道
府

県
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
適
切
に
対
応
す
る
必
要
」等
勧
告

し
て
い
ま
す
。 

 

■
第
１
回
対
県
給
与
確
定
交
渉 

 

11
月
５
日
17
時
よ
り
、
ひ
ょ
う
ご
共
済
会
館
に
て
県

教
委
と
第
１
回
給
与
確
定
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。兵
高
教
か

ら
は
、
西
村
執
行
委
員
長
を
は
じ
め
執
行
部
が
交
渉
に
臨

み
、
県
教
委
か
ら
は
、
大
迎
教
育
次
長
以
下
、
各
課
の
課
長

裏面紹介  

◆ 専門部交渉案内 

◆ 第 28代高校生平和大使 

    長崎・ジュネーブ派遣報告会  他 

等
が
出
席
し
ま
し
た
。 

県
教
委
か
ら
は
、
県
人
事
委
員
会
勧
告
等
の
内
容
（
２
０

２
５
年
の
給
与
改
定
に
つ
い
て
等
）、
給
与
改
定
を
め
ぐ
る

国
や
他
府
県
の
状
況
、県
の
財
政
状
況
お
よ
び
現
時
点
で
の

検
討
状
況
等
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、兵
高
教

か
ら
の
申
し
入
れ
に
対
す
る
具
体
的
な
言
及
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。 

ま
た
、
過
去
二
年
間
の
交
渉
に
お
い
て
、
教
育
職
に
つ
い

て
特
例
的
な
取
扱
い
と
し
て
見
送
り
と
し
た「
精
神
疾
患
を

原
因
と
す
る
病
気
休
暇
の
取
得
可
能
期
間
の
見
直
し
」に
つ

い
て
、「
同
じ
県
職
員
間
で
有
利
不
利
が
あ
る
状
態
は
対
外

的
な
説
明
責
任
も
含
め
、
本
来
望
ま
し
い
も
の
と
言
え
ず
、

課
題
が
大
き
い
」と
改
め
て
対
応
を
検
討
し
て
い
る
と
し
ま

し
た
。 

兵
高
教
か
ら
は
、厳
し
い
勤
務
労
働
環
境
の
下
で
働
く
現

場
の
教
職
員
の
実
態
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、従
来
の
労

使
慣
行
を
尊
重
・
信
頼
関
係
を
大
切
に
し
、
今
次
給
与
確
定

交
渉
へ
対
応
す
る
こ
と
を
求
め
た
上
で
、①
労
働
基
本
権
の

代
償
と
し
て
の
人
事
院
・
人
事
委
員
会
制
度
を
踏
ま
え
、
勧

告
通
り
の
月
例
給
・
一
時
金
引
き
上
げ
、
中
堅
・
高
齢
層
も

含
め
た
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
賃
金
水
準
を
実
現
す
る
こ
と
、

②
定
年
年
齢
引
き
上
げ
に
と
も
な
う
60
歳
超
職
員
の
処

遇
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
こ
と
、
③
通
勤
手
当
・
地
域
手
当

に
つ
い
て
本
県
の
実
情
を
ふ
ま
え
改
善
・
検
討
す
る
こ
と
、

④
給
特
法
等
改
正
に
と
も
な
う
「
処
遇
改
善
」
に
つ
い
て
、

全
職
員
の
処
遇
改
善
に
重
き
を
置
き
、職
場
の
分
断
に
つ
な

が
ら
な
い
よ
う
公
平
性
に
留
意
し
つ
つ
慎
重
に
検
討
す
る

こ
と
、
⑤
臨
時
非
常
勤
教
職
員
の
業
務
に
見
合
っ
た
処
遇
改

善
を
行
う
こ
と
、⑥
臨
時
的
任
用
の
学
校
現
業
職
員
の
処
遇

改
善
を
行
う
こ
と
、⑦
長
時
間
勤
務
是
正
の
た
め
の
抜
本
的

業
務
見
直
し
を
行
う
こ
と
、
等
を
求
め
る
と
と
も
に
、
精
神

疾
患
に
係
る
病
気
休
暇
の
期
間
見
直
し
に
つ
い
て
は
再
度

強
く
反
対
し
ま
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
、
県
教
委
は
、「
本
年
も
人
事
委
員
会
の
報

告
及
び
勧
告
を
尊
重
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、適
切
に

検
討
し
て
い
き
た
い
」「
給
特
法
の
改
正
等
へ
の
対
応
に
つ

い
て
も
、他
府
県
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
適
切
に
検
討
し
て

10
月
10
日
、
兵
庫
県
人
事
委
員
会
は
、
県
議
会
議
長
お
よ
び
知
事
に
対
し
「
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
報
告
及
び
勧
告
」
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
兵
高
教
は
県
教

委
に
対
し
て
、
10
月
30
日
、「
２
０
２
５
年
度
賃
金
お
よ
び
労
働
条
件
に
関
す
る
申
し
入
れ
」
を
実
施
し
、
今
期
給
与
確
定
交
渉
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

い
き
た
い
」
等
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
病
気
休
暇

の
見
直
し
に
つ
い
て
は「
一
昨
年
度
お
よ
び
昨
年
度
の
交
渉

の
経
緯
も
踏
ま
え
つ
つ
、
改
め
て
対
応
を
検
討
し
て
い
る
」

と
回
答
し
ま
し
た
。 

 

■
第
２
回
対
県
給
与
確
定
交
渉 

第
２
回
交
渉
は
11
月
13
日
17
時
よ
り
、
ひ
ょ
う
ご
共

済
会
館
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。 

県
教
委
か
ら
は
、
現
時
点
で
の
成
案
と
し
て
、
①
人
事
委

員
会
の
勧
告
ど
お
り
給
料
表
を
改
定
（
平
均
３
．
３
％
の
増

額
改
定
）、
一
時
金
に
つ
い
て
、
０
．
０
５
月
分
引
き
上
げ

（
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
に
０
．
０
２
５
月
分
ず
つ
、
再
任

用
職
員
も
同
じ
）
②
宿
日
直
手
当
の
引
き
上
げ
、
③
自
動
車

等
使
用
者
に
対
す
る
通
勤
手
当
に
つ
い
て
、
国
に
準
じ
改

正
、
④
地
域
手
当
に
つ
い
て
は
、
今
期
改
定
な
し
、
⑤
教
職

調
整
額
の
基
準
と
な
る
額
に
つ
い
て
、２
０
２
６
年
１
月
１

日
か
ら
毎
年
１
％
ず
つ
段
階
的
に
引
き
上
げ
、⑥
義
務
教
育

等
教
員
特
別
手
当
に
つ
い
て
、一
律
に
算
定
さ
れ
る
手
当
の

額
に
つ
い
て
は
２
０
２
６
年
１
月
１
日
か
ら
３
分
の
１
を

縮
減
、
⑦
多
学
年
学
級
担
当
手
当
の
廃
止
、
⑧
特
殊
業
務
手

当
の
う
ち
「
児
童
又
は
生
徒
の
負
傷
、
疾
病
等
に
伴
う
救
急

の
業
務
」
及
び
「
児
童
又
は
生
徒
に
対
す
る
緊
急
の
補
導
業

務
」
に
つ
い
て
、
支
給
単
価
増
額
、
支
給
要
件
（
業
務
に
従

事
し
た
時
間
）
を
休
日
等
の
日
中
４
時
間
程
度
に
短
縮
、
⑨

給
料
の
調
整
額
の
見
直
し
に
つ
い
て
、２
０
２
７
年
１
月
１

日
か
ら
、
２
年
間
か
け
て
２
分
の
１
縮
減
、
等
が
提
案
さ
れ

ま
し
た
。 

一
方
、
給
特
法
等
の
改
正
に
係
る
「
新
し
い
職
」
の
設
置

や
「
学
級
担
任
手
当
」
に
つ
い
て
は
、
検
討
中
と
し
ま
し
た
。 

一
昨
年
度
か
ら
の
懸
案
事
項
で
あ
る「
精
神
疾
患
を
原
因

と
す
る
病
気
休
暇
の
取
得
可
能
期
間
の
見
直
し
」に
つ
い
て

は
「
改
め
て
慎
重
に
検
討
し
た
結
果
、
教
育
職
に
つ
い
て

も
同
様
に
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
の
提
案
が
あ

り
ま
し
た
。 

続
い
て
総
務
課
よ
り
、技
能
労
務
職
に
関
す
る
今
期
の
給

与
改
定
に
つ
い
て
の
状
況
説
明
の
上
、「
技
能
労
務
職
給
料

表
に
つ
い
て
は
、
国
行
（
二
）
を
基
本
と
し
、
１
級
１
号
給

か
ら
５
級
68
号
給
ま
で
全
て
の
級
・
号
給
に
お
い
て
、
引
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 日 時 場所 

障害児 
学校部 

１２月８日（月） 
16:00～16:45 

ひ
ょ
う
ご
女
性
交
流
館

５
０
１ 

女性部 
１２月８日（月） 
17:00～17:45 

定通部 
１２月１１日（木） 
16:00～16:45 

青年部 
１２月１１日（木） 
17:00～17:45 

兵高教は、子どもたちの学びと教職員の生活に関わる情報を、迅速かつ正確にお届けします。 

国際連帯カンパ・子どもの人権連カンパ  
≪国際連帯カンパ≫ 
国際連帯カンパは、子どもたちの教育支援や児童労働撲滅、

途上国の人々の生活支援・民主化支援等の NGO・NPO 支援や
各国で発生する自然災害の被災者への緊急支援を目的として使

用されます。2024年度には、総計9,087,220円のご支援をい
ただき、ミャンマー、インドネシア、アフガニスタン、ネパー
ル、南インド、パレスチナ、レバノンの子どもたちや女性、教
職員の支援に活用させていただきました。 

 
≪子どもの人権連カンパ≫ 

1994年に日本が子どもの権利条約を批准し、既に30年が過
ぎました。日教組は、子どもの権利条約の普及・具現化をはか
る「子どもの人権連」の主団体として、「子どもの権利条約具体
化のための実践」助成事業、機関誌「いんふぉめーしょん」の
発行等の活動を支えるため、1987年以降継続して「子どもの人
権連カンパ」にとりくんでいます。 

 

上
げ
改
定
を
行
う
」
と
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。 

兵
高
教
か
ら
は
「
給
料
表
お
よ
び
期
末
・
勤
勉
手
当
に
つ

い
て
、
労
働
基
本
権
の
代
償
と
し
て
の
人
事
院
・
人
事
委
員

会
制
度
を
踏
ま
え
、勧
告
通
り
の
引
き
上
げ
改
定
は
最
低
限

度
の
ラ
イ
ン
で
あ
る
」、「
自
動
車
等
使
用
者
に
対
す
る
通
勤

手
当
の
改
定
に
つ
い
て
は
、現
状
よ
り
減
額
と
な
る
距
離
区

分
が
生
じ
る
こ
と
は
、
理
解
を
得
ら
れ
な
い
。
再
検
討
を
求

め
る
」、「
主
務
教
諭
の
設
置
に
つ
い
て
、
国
会
の
委
員
会
審

議
に
お
い
て
『
新
た
な
業
務
を
付
加
す
る
も
の
で
は
な
い
』

『
あ
く
ま
で
も
処
遇
改
善
で
あ
る
』旨
文
科
省
側
か
ら
再
三

回
答
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
外
国
籍
教
員
に
対
す
る
処
遇
差
別

が
さ
ら
に
強
ま
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。教
員
全
体

の
処
遇
改
善
の
一
環
と
し
て
慎
重
な
検
討
、丁
寧
な
協
議
を

求
め
る
」、「
学
級
担
任
手
当
に
つ
い
て
、
学
校
に
よ
っ
て
担

任
業
務
の
担
い
方
は
様
々
。
担
任
手
当
の
配
分
に
つ
い
て
、

各
学
校
の
裁
量
で
行
う
の
か
、取
り
扱
い
一
つ
を
と
っ
て
も

課
題
が
多
い
。
ま
た
、
わ
ず
か
な
手
当
の
代
償
で
職
場
の
同

僚
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
が

あ
る
」、
等
意
見
を
述
べ
再
検
討
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、

精
神
疾
患
に
係
る
病
気
休
暇
の
期
間
見
直
し
に
つ
い
て
は

改
め
て
強
く
反
対
し
ま
し
た
。 

第
３
回
交
渉
は
11
月
25
日
に
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

兵
高
教
は
兵
教
組
と
の
共
闘
体
制
を
強
化
し
、
山
場
に
向
け

て
職
場
の
実
情
や
意
見
に
も
と
づ
き
、組
合
員
の
力
を
結
集

し
て
と
り
く
ん
で
い
き
ま
す
。 

（
交
渉
の
詳
細
は
「
速
報
」
No
５
～
６
参
照
） 

対県教委・専門部交渉 

兵高教組合員の方はどなたでも出席し発言する

ことができます（服務は専免）。 

積極的なご参加をお願いします。 

詳しくは書記局にお問い合わせください。 

 

第２８代高校生平和大使 長崎・ジュネーブ派遣報告会 
１１月１日（土）午後、神戸市婦人会館において、支援者のみなさん約60人を集

め、長崎・ジュネーブ派遣報告会を開催しました。 

長崎研修については、市川玉稀さん（県立北条高校２年生）が（模試のためビデ

オ報告）、ジュネーブ派遣については、原野蓉子さん（神戸女学院高校２年生）が

行い、原野さんからは高校生平和大使の活動に参加するきっかけや平和や核兵器

廃絶への思いを語り、ジュネーブ各訪問地での関係者との対話や施設訪問の様子

について報告しました。特に実際に国連軍縮会議を傍聴し、各国が対等な立場で

軍縮にむけ議論している姿勢を見て、国連の意義や対話の大切さを学んだことが

強調されました。そして、訪問団の目的である核兵器廃絶と世界平和の実現にむけ

て、家族で継承されてきた被爆の実相を伝えてきた、と結びました。活動を通じて、ま

ず正しく知ることの大切さや、無知・無関心の怖さ、そして「対話と信頼」を大切に、

兵庫の地でなかまとともに署名活動を始めとりくみを進めたいとの決意が語られま

した。 

続いて、今年から活動に参加している宮下弥瑛さん（親和女子高校１年生）から

「自分にとって今年の８月は学びの月となった。特に８月１５日の被爆体験を聞く会

では、森宝塚市長から対話の大切さを学んだ。そして、被爆体験を語っていただい

た岡邊好子さんからは『核の前に戦争をしない』ということが強く訴えかけられたこ

とが心に残っている」と報告を受けました。 

支援者のみなさんと共に「核兵器廃絶と世界平和の実現」にむけ、引き続き活動

していくことが確認できた報告会となりました。 

国際連帯カンパ…１００円  

子どもの人権連カンパ…５０円 
 
※各分会にカンパ袋を配布しています。 

ご家族・職場のなかまにも協力を 

呼びかけてください。 

★集約締切：３月７日（土） 

 

２０２５年度第２回全県分会代表者会議 
とき：１２月６日（土） １３：３０～１６：００   

ところ：神戸市教育会館５階 兵高教書記局 

内容：①２０２５給与確定交渉の結果について  ②支部体制について 

     ③組織拡大・強化のとりくみについて    ④その他 


